
新 宿 区 規 則 第 ３ １ 号  

 

新 宿 区 大 規 模 マ ン シ ョ ン 及 び 開 発 事 業 に 係 る 市 街 地 環

境 の 整 備 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 規 則 は 、 新 宿 区 大 規 模 マ ン シ ョ ン 及 び 開 発 事 業 に 係 る

市 街 地 環 境 の 整 備 に 関 す る 条 例（ 令 和 8 年 新 宿 区 条 例 第 22 号 。以

下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の

例 に よ る 。  

（ 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 ）   

第 3 条  条 例 第 2 条 第 2 項 第 5 号 の 新 宿 区 規 則 で 定 め る も の は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 分 野 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す

る 。  

⑴  公 共 空 間 等  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 歩 道 状 空

地 、 都 市 計 画 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 設 置  

⑵  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 集 会 場

又 は オ ー プ ン ス ペ ー ス そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 設 置 及 び 区

長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 掲 示 板 を 設 置 す る た め の 場 所 の

提 供 、 周 辺 地 域 と 連 携 し た 防 災 訓 練 の 実 施 、 建 築 物 の 管 理 そ の

他 こ れ ら に 類 す る 取 組  

⑶  防 災  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 防 災 に 資 す る 備 蓄 倉

庫 、 非 常 用 の 電 源 設 備 、 一 時 滞 在 施 設 、 災 害 の 際 に 使 用 す る ト

イ レ 、 消 防 水 利 、 防 火 関 係 施 設 、 雨 水 を 一 時 的 に 貯 留 す る た め

の 施 設 、 土 の う ス テ ー シ ョ ン そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 設 置

及 び 区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 自 主 防 災 組 織 の 結 成 そ の

他 こ れ に 類 す る 取 組  

⑷  子 育 て 支 援  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 教 育 ・ 保 育 施

設 （ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 7 条 第

4 項 に 規 定 す る 教 育 ・ 保 育 施 設（ 学 校 教 育 法（ 昭 和 22 年 法 律 第

26 号 ） 第 1 条 に 規 定 す る 幼 稚 園 を 除 く 。 ） を い う 。 ） 、 放 課 後

児 童 健 全 育 成 事 業 所 （ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営



に 関 す る 基 準 （ 平 成 26 年 厚 生 労 働 省 令 第 63 号 ） 第 5 条 第 5 項

に 規 定 す る 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 を い う 。 ） 、 子 育 て 支 援

に 資 す る 設 備 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 設 置  

⑸  環 境  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 建 築 物 の 環 境 性 能 の

向 上 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 取 組  

⑹  交 通 施 設  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 自 動 車 の 停 留 空

地 、 駐 輪 場 、 シ ェ ア サ イ ク ル ポ ー ト 、 駐 車 施 設 等 、 自 動 車 の 相

互 の 通 行 及 び 歩 行 者 の 通 行 に 資 す る 空 地 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の の 設 置 並 び に 区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 鉄 道 駅 ま で

の 経 路 及 び 道 路 の バ リ ア フ リ ー 化 そ の 他 こ れ に 類 す る 取 組  

⑺  生 活 利 便 施 設  区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 食 料 品 又 は

日 用 品 を 扱 う 店 舗 、 公 衆 浴 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 設 置  

⑻  文 化 ・ 生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ ・ 創 業 支 援 施 設  区 長 が 別 に 定 め

る 基 準 に 適 合 す る 文 化 施 設 、 生 涯 学 習 施 設 、 ス ポ ー ツ 施 設 、 創

業 支 援 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 設 置  

⑼  そ の 他 区 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の  前 各 号 に 掲 げ る も の の

ほ か 、 区 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 良 好 な 市 街 地 環 境 の 形

成 並 び に 防 災 性 及 び 環 境 性 能 の 向 上 に 資 す る 施 設 の 設 置 又 は 取

組  

（ 計 画 の 届 出 ）  

第 4 条  条 例 第 5 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 、 計 画 届 出 書 （ 第

1 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

⑴  大 規 模 マ ン シ ョ ン の 新 築 等 を 行 う 場 合  建 築 基 準 法（ 昭 和 25

年 法 律 第 20 1 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 6 条 第 1 項 若 し く は

第 6 条 の 2 第 1 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 87 条 第 1 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 確 認 又 は 法 第 1 8 条 第 2 項

若 し く は 第 4 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 87 条 第 1 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 通 知 （ 以 下 こ れ ら を 「 建 築

確 認 等 」 と い う 。 ） に 係 る 書 類 を 提 出 す る 日 （ 当 該 大 規 模 マ ン

シ ョ ン の 新 築 等 の た め に 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 10 0 号 ）

第 30 条 第 1 項 に 規 定 す る 開 発 許 可 の 申 請 又 は 同 法 第 34 条 の 2

第 1 項 の 協 議 （ 以 下 「 開 発 許 可 申 請 等 」 と い う 。 ） を 行 う 場 合

に あ っ て は 、 当 該 開 発 許 可 申 請 等 を 行 う 日 ） の 60 日 前  

⑵  開 発 事 業 を 実 施 す る 場 合  区 長 が 別 に 定 め る 書 類 を 提 出 す る



日 の 60 日 前  

２  計 画 届 出 書 に は 、 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 一 覧 表 （ 第 2 号 様 式 ）

及 び 次 の 表 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 計

画 届 出 書 の 内 容 に よ り 、 添 付 の 必 要 が な い と 区 長 が 認 め る と き

は 、 添 付 す る 図 書 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

図 書 の 種 類  明 示 す べ き 事 項  

付 近 見 取 図  方 位 、 道 路 及 び 目 標 と な る 地 物  

配 置 図  縮 尺 、方 位 、敷 地 の 境 界 線 、敷 地 内 に お け る 建

築 物 の 位 置 、 当 該 届 出 に 係 る 建 築 物 と 他 の 建

築 物 と の 別 、 土 地 の 高 低 、 敷 地 の 接 す る 道 路

の 位 置 及 び 幅 員 並 び に 地 域 共 生 施 設 （ 第 3 条

各 号 に 定 め る 施 設 を い う 。以 下 同 じ 。）の 設 置

に 関 す る 事 項  

各 階 平 面 図  縮 尺 、方 位 、間 取 り 、各 室 の 用 途 並 び に 壁 及 び

開 口 部 の 位 置 並 び に 地 域 共 生 施 設 の 設 置 に 関

す る 事 項  

2 面 以 上 の 立 面

図  

縮 尺 及 び 開 口 部 の 位 置  

2 面 以 上 の 断 面

図  

縮 尺 、 各 階 の 床 及 び 天 井 の 高 さ 並 び に 建 築 物

の 各 部 分 の 高 さ  

（ 事 前 協 議 の 状 況 及 び 結 果 の 届 出 ）  

第 5 条  条 例 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 、 事 前 協 議 状 況 届

出 書 （ 第 3 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

⑴  大 規 模 マ ン シ ョ ン の 新 築 等 を 行 う 場 合  建 築 確 認 等 に 係 る 書

類 を 提 出 す る 日  

⑵  開 発 事 業 を 実 施 す る 場 合  区 長 が 別 に 定 め る 書 類 を 提 出 す る

日  

２  前 項 第 2 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 条 例 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ

る 届 出 は 、 同 号 の 区 長 が 別 に 定 め る 書 類 を 提 出 す る 都 度 行 う も の

と す る 。  

３  事 前 協 議 状 況 届 出 書 に は 、 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 一 覧 表 及 び 次

の 表 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 事 前 協 議

状 況 届 出 書 の 内 容 に よ り 、 添 付 の 必 要 が な い と 区 長 が 認 め る と き

は 、 添 付 す る 図 書 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

図 書 の 種 類  明 示 す べ き 事 項  



配 置 図  縮 尺 、方 位 、敷 地 の 境 界 線 、敷 地 内 に お け る 建

築 物 の 位 置 、 当 該 届 出 に 係 る 建 築 物 と 他 の 建

築 物 と の 別 、 土 地 の 高 低 、 敷 地 の 接 す る 道 路

の 位 置 及 び 幅 員 並 び に 地 域 共 生 施 設 の 設 置 に

関 す る 事 項  

各 階 平 面 図  縮 尺 、方 位 、間 取 り 、各 室 の 用 途 並 び に 壁 及 び

開 口 部 の 位 置 並 び に 地 域 共 生 施 設 の 設 置 に 関

す る 事 項  

４  条 例 第 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 条 例 第 5 条 第 3 項 に 規

定 す る 事 前 協 議 が 終 了 し た 後 、 条 例 第 8 条 の 規 定 に よ る 届 出 を 行

う 日 ま で に 、 事 前 協 議 結 果 届 出 書 （ 第 4 号 様 式 ） に よ り 行 う も の

と す る 。  

５  事 前 協 議 結 果 届 出 書 に は 、 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 一 覧 表 及 び 第

3 項 の 表 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 事 前

協 議 結 果 届 出 書 の 内 容 に よ り 、 添 付 の 必 要 が な い と 区 長 が 認 め る

と き は 、 添 付 す る 図 書 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

（ 計 画 の 変 更 の 届 出 等 ）  

第 6 条  条 例 第 7 条 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を 行 お う と す る 場 合 に 限 り 、 当 該 行

為 を 行 う 日 （ 当 該 行 為 を 行 う た め に 法 第 6 条 第 1 項 に 規 定 す る 計

画 の 変 更 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 計 画 の 変 更 に 係 る 書 類 を 提

出 す る 日 ）の 30 日 前 ま で に 、変 更 届 出 書（ 第 5 号 様 式 ）に よ り 行

う も の と す る 。  

⑴  開 発 事 業 者 等 の 変 更  

⑵  共 同 住 宅 若 し く は 長 屋 の 住 戸 又 は 寄 宿 舎 の 寝 室 の 数 の 変 更  

⑶  地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 に 係 る 事 項 の 変 更 又 は 地 域 共 生 施 設 の

設 置 等 の 取 り や め  

⑷  前 3 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 区 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項 の

変 更  

２  条 例 第 7 条 第 3 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 6 条 第 2 項 の 規 定 に

よ る 届 出 は 、 条 例 第 7 条 第 3 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 5 条 第 2

項 の 協 議 が 終 了 し た 後 、 条 例 第 8 条 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 日 ま

で に 、 事 前 協 議 結 果 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

３  前 条 第 5 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に つ

い て 準 用 す る 。  



（ 完 了 の 届 出 ）  

第 7 条  条 例 第 8 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、完 了 届 出 書（ 第 6 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  

２  完 了 届 出 書 に は 、 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 一 覧 表 及 び 次 の 表 に 掲

げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 完 了 届 出 書 の 内 容

に よ り 、 添 付 の 必 要 が な い と 区 長 が 認 め る と き は 、 添 付 す る 図 書

の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

図 書 の 種 類  明 示 す べ き 事 項  

配 置 図 又 は 各 階

平 面 図  

地 域 共 生 施 設 を 設 置 し た 位 置  

写 真  地 域 共 生 施 設 が 設 置 さ れ た こ と が 分 か る 事 項  

そ の 他  地 域 共 生 施 設 及 び 第 3 条 各 号 に 掲 げ る 取 組 の

運 用 に 関 す る 規 約 そ の 他 こ れ に 類 す る 書 類 の

写 し  

（ 維 持 管 理 の 報 告 ）  

第 8 条  条 例 第 9 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 時 期 に 、維 持 管 理 報 告 書（ 第

7 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

⑴  条 例 第 8 条 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 建 築 物 （ 以 下 「 完 了 建 築

物 」 と い う 。 ） が 大 規 模 マ ン シ ョ ン で あ る 場 合  区 長 が 必 要 と

認 め た と き  

 ⑵  完 了 建 築 物 が 開 発 事 業 に 係 る も の で あ る 場 合  条 例 第 8 条 の

規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 毎 年 4 月

1 日 か ら 12 月 31 日 ま で  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 完 了 建 築 物 に 設 置 し た 地 域 共 生 施 設

の 所 有 者 、 管 理 者 若 し く は 占 有 者 又 は 第 3 条 各 号 に 定 め る 取 組 に

係 る 代 表 者 を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 維 持 管 理 報 告 書 に よ り 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 転 用 の 届 出 等 ）  

第 9 条  条 例 第 9 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 地 域 共 生 施 設 の 変

更 に 係 る 工 事 に 着 手 す る 日 又 は 第 3 条 各 号 に 定 め る 取 組 を 変 更 す

る 日 の い ず れ か 早 い 日 の 60 日 前 ま で に 、 完 了 建 築 物 転 用 等 届 出

書 （ 第 8 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  完 了 建 築 物 転 用 等 届 出 書 に は 、 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 一 覧 表 及

び 次 の 表 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 完 了



建 築 物 転 用 等 届 出 書 の 内 容 に よ り 、 添 付 の 必 要 が な い と 区 長 が 認

め る と き は 、 添 付 す る 図 書 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き

る 。   

図 書 の 種 類  明 示 す べ き 事 項  

付 近 見 取 図  方 位 、 道 路 及 び 目 標 と な る 地 物  

配 置 図  縮 尺 、方 位 、敷 地 の 境 界 線 、敷 地 内 に お け る 建

築 物 の 位 置 、 当 該 届 出 に 係 る 建 築 物 と 他 の 建

築 物 と の 別 、 土 地 の 高 低 、 敷 地 の 接 す る 道 路

の 位 置 及 び 幅 員 並 び に 地 域 共 生 施 設 の 設 置 に

関 す る 事 項  

各 階 平 面 図  縮 尺 、方 位 、間 取 り 、各 室 の 用 途 並 び に 壁 及 び

開 口 部 の 位 置 並 び に 地 域 共 生 施 設 の 設 置 に 関

す る 事 項  

３  条 例 第 9 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 6 条 第 2 項 の 規 定 に

よ る 届 出 は 、 条 例 第 9 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 5 条 第 2

項 の 協 議 が 終 了 し た 後 速 や か に 、 事 前 協 議 結 果 届 出 書 に よ り 行 う

も の と す る 。  

４  第 5 条 第 5 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に

つ い て 準 用 す る 。  

５  条 例 第 9 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 8 条 の 規 定 に よ る 届

出 は 、 当 該 届 出 に 係 る 地 域 共 生 施 設 の 設 置 等 が 完 了 し た 後 速 や か

に 、 完 了 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

６  第 7 条 第 2 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に

つ い て 準 用 す る 。  

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 10 条  条 例 第 10 条 の 報 告 は 、 状 況 報 告 書 （ 第 9 号 様 式 ） に よ り

行 う も の と す る 。  

（ 勧 告 ）  

第 11 条  区 長 は 、 条 例 第 11 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 勧 告 （ 以 下 「 勧

告 」と い う 。）を す る と き は 、勧 告 書（ 第 10 号 様 式 ）を 交 付 す る

も の と す る 。  

（ 公 表 ）  

第 12 条  条 例 第 12 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 公 表 （ 以 下 「 公 表 」 と い

う 。 ） は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 行 う も

の と す る 。  



２  公 表 の 対 象 と な る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 ⑴  勧 告 を 受 け た 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の

氏 名 ）  

 ⑵  勧 告 を 受 け た 者 の 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 主 た る 事 務 所 の 所

在 地 ）  

 ⑶  勧 告 の 内 容  

 ⑷  前 3 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 区 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 意 見 陳 述 等 の 機 会 の 付 与 ）  

第 13 条  条 例 第 12 条 第 2 項 の 意 見 を 述 べ 、 証 拠 を 提 示 す る 機 会

（ 以 下 「 意 見 陳 述 等 の 機 会 」 と い う 。 ） に お け る そ の 方 法 は 、 区

長 が 口 頭 で 行 う こ と を 認 め た 場 合 を 除 き 、 当 該 意 見 及 び 証 拠 を 記

載 し た 書 面 （ 以 下 「 意 見 書 」 と い う 。 ） を 提 出 す る 方 法 と す る 。  

２  区 長 は 、 条 例 第 12 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 意 見 陳 述 等 の 機 会 を

与 え る と き は 、 意 見 書 の 提 出 期 限 （ 口 頭 に よ る 意 見 陳 述 等 を 認 め

た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 日 時 ） ま で に 相 当 の 期 間 を お い て 、 勧 告

を 受 け た 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 通 知 す

る も の と す る 。  

 ⑴  公 表 を 行 お う と す る 内 容  

⑵  公 表 の 根 拠 と な る 条 例 等 の 条 項  

⑶  公 表 の 原 因 と な る 事 実  

⑷  意 見 書 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限 (口 頭 に よ る 意 見 陳 述 等 を 認 め

た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 旨 並 び に 出 頭 す べ き 日 時 及 び 場 所 ) 

３  前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 (以 下 「 当 事 者 」 と い う 。 )又

は そ の 代 理 人 は 、や む を 得 な い 事 情 が あ る と き は 、区 長 に 対 し 、意

見 書 の 提 出 期 限 の 延 長 又 は 出 頭 す べ き 日 時 若 し く は 場 所 の 変 更 を

申 し 出 る こ と が で き る 。  

４  区 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た と き は 、 意 見 書 の 提 出

期 限 を 延 長 し 、 又 は 出 頭 す べ き 日 時 若 し く は 場 所 を 変 更 す る こ と

が で き る 。  

５  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 区 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め た と

き は 、 職 権 に よ り 、 意 見 書 の 提 出 期 限 を 延 長 し 、 又 は 出 頭 す べ き

日 時 若 し く は 場 所 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

６  第 3 項 の 代 理 人 は 、 そ の 代 理 権 を 証 す る 書 面 を 、 意 見 書 の 提 出

期 限 又 は 出 頭 す べ き 日 時 ま で に 区 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

７  区 長 は 、 当 事 者 又 は そ の 代 理 人 に 口 頭 に よ る 意 見 陳 述 等 を 行 わ



せ た と き は 、 当 該 意 見 陳 述 等 の 要 旨 を 記 載 し た 書 面 を 作 成 す る も

の と す る 。  

８  区 長 は 、 当 事 者 又 は そ の 代 理 人 が 正 当 な 理 由 な く 意 見 書 の 提 出

期 限 内 に 意 見 書 を 提 出 せ ず 、 又 は 出 頭 す べ き 日 時 に 出 頭 し な か っ

た と き は 、 条 例 第 12 条 第 1 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る も の と

み な し て 、 公 表 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 公 共 的 団 体 ）  

第 14 条  条 例 第 13 条 第 1 項 の 規 則 で 定 め る 公 共 的 団 体 は 、 民 間 資

金 等 の 活 用 に よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成

11 年 法 律 第 117 号 ）第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る 選 定 事 業 者（ 同 条 第

4 項 に 規 定 す る 選 定 事 業 （ 同 条 第 3 項 第 1 号 又 は 第 2 号 に 掲 げ る

者 が 同 項 に 規 定 す る 公 共 施 設 等 の 管 理 者 等 で あ る も の に 限 る 。 ）

を 実 施 す る 場 合 に 限 る 。 ） と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 15 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 8 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 公 布 の 日 か ら 令 和 8 年 11 月 29 日 ま で の 間 に 開 発 事

業 （ そ の 実 施 に 係 る 建 築 物 の 用 途 に 共 同 住 宅 、 長 屋 又 は 寄 宿 舎 を

含 む 場 合 に 限 る 。 ） に 係 る 区 長 が 別 に 定 め る 書 類 を 提 出 し た 者 で

あ っ て 、 同 日 後 に 建 築 確 認 等 に 係 る 書 類 を 提 出 す る も の に 係 る 第

4 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 5 条 第 1 項 第 2 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 区 長 が 別 に 定 め る 」 と あ る の は 「 建 築 確 認

等 に 係 る 」 と 、 「 提 出 す る 日 」 と あ る の は 「 提 出 す る 日 （ 開 発 事

業 の 実 施 の た め に 令 和 8 年 11 月 30 日 以 後 に 開 発 許 可 申 請 等 を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 開 発 許 可 申 請 等 を 行 う 日 ） 」 と す る 。  

  



 

 

 

 

 

 

新 宿 区 大 規 模 マ ン シ ョ ン 及 び 開 発 事 業 に 係 る 市 街 地 環 境 の 整 備 に

関 す る 条 例 施 行 規 則 を 公 布 す る 。  

 

 

 

 

  令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日  

 

 

 

 

         新 宿 区 長    


